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中学校社会科・公民的分野 学習指導要領 新旧対照表 
 

現  行 改  訂 

   

第２節 社   会 

 

第１ 目 標 

 広い視野に立って，社会に対する関心を高め，諸資料に基づいて多面的・多角

的に考察し，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め，公民としての基礎

的教養を培い，国際社会に生きる民主的，平和的な国家・社会の形成者として必

要な公民的資質の基礎を養う。 

 

第２ 各分野の目標及び内容 

 〔公民的分野〕 

 １ 目 標 

  (1) 個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利と責任・義務の関係を

広い視野から正しく認識させ，民主主義に関する理解を深めるとともに，

国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う。 

  (2) 民主政治の意義，国民の生活の向上と経済活動とのかかわり及び現代の

社会生活などについて，個人と社会とのかかわりを中心に理解を深めると

ともに，社会の諸問題に着目させ，自ら考えようとする態度を育てる。 

 

  (3) 国際的な相互依存関係の深まりの中で，世界平和の実現と人類の福祉の

増大のために，各国が相互に主権を尊重し，各国民が協力し合うことが重

要であることを認識させるとともに，自国を愛し，その平和と繁栄を図る

ことが大切であることを自覚させる。 

  (4) 現代の社会的事象に対する関心を高め，様々な資料を適切に収集，選択

して多面的・多角的に考察し，事実を正確にとらえ，公正に判断するとと
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もに適切に表現する能力と態度を育てる。 

  

２ 内 容 

  (1) 現代社会と私たちの生活 

   ア 現代日本の歩みと私たちの生活 

     現代日本の発展の過程と国際化の進展のあらましについて理解させる

とともに，現代社会の特色に気付かせる。その際，高度経済成長から今

日までの我が国や国際社会の変容について，国民生活と関連させて理解

させるとともに，国際社会における我が国の役割について考えさせる。

 

   イ 個人と社会生活 

     家族や地域社会などの機能を扱い，人間は本来社会的存在であること

に着目させ，個人と社会とのかかわりについて考えさせる。その際，現

在の家族制度における個人の尊厳と両性の本質的平等，社会生活におけ

る取決めの重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任などに気付か

せる。 

  

 (2) 国民生活と経済 

   ア 私たちの生活と経済 

     身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させるとともに，価格

の働きに着目させて市場経済の基本的な考え方について理解させる。ま

た，現代の生産の仕組みのあらましや金融の働きについて理解させると

ともに，社会における企業の役割と社会的責任について考えさせる。そ

の際，社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善に

ついて，勤労の権利と義務，労働組合の意義及び労働基準法の精神と関

連付けて考えさせる。 

   イ 国民生活と福祉 

     国民生活と福祉の向上を図るために，国や地方公共団体が果たしてい

ともに適切に表現する能力と態度を育てる。  

 

２ 内 容 

(1）私たちと現代社会  

ア 私たちが生きる現代社会と文化 

現代日本の特色として少子高齢化，情報化，グローバル化などがみら

れることを理解させるとともに，それらが政治，経済，国際関係に影響

を与えていることに気付かせる。また，現代社会における文化の意義や

影響を理解させるとともに，我が国の伝統と文化に関心をもたせ，文化

の継承と創造の意義に気付かせる。  

イ 現代社会をとらえる見方や考え方 

 人間は本来社会的存在であることに着目させ，社会生活における物事

の決定の仕方，きまりの意義について考えさせ，現代社会をとらえる見

方や考え方の基礎として，対立と合意，効率と公正などについて理解さ

せる。その際，個人の尊厳と両性の本質的平等，契約の重要性やそれを

守ることの意義及び個人の責任などに気付かせる。 

 

(2）私たちと経済  

ア 市場の働きと経済 

身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させるとともに，価格

の働きに着目させて市場経済の基本的な考え方について理解させる。ま

た，現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解させるとともに，社会

における企業の役割と責任について考えさせる。その際，社会生活にお

ける職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善について，勤労の権利

と義務，労働組合の意義及び労働基準法の精神と関連付けて考えさせる。  

イ 国民の生活と政府の役割 

国民の生活と福祉の向上を図るために，社会資本の整備，公害の防止

など環境の保全，社会保障の充実，消費者の保護など，市場の働きにゆ



日文教育資料（平成 20 年４月） 3

る経済的な役割について考えさせる。その際，社会資本の整備，公害の

防止など環境の保全，社会保障の充実，消費者の保護，租税の意義と役

割及び国民の納税の義務について理解させるとともに，限られた財源の

配分という観点から財政について考えさせる。 

  

 (3) 現代の民主政治とこれからの社会 

   ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則 

     人間の尊重についての考え方を，基本的人権を中心に深めさせるとと

もに，法の意義に着目させ，民主的な社会生活を営むためには，法に基

づく政治が大切であることを理解させ，我が国の政治が日本国憲法に基

づいて行われていることの意義について考えさせる。また，日本国憲法

が基本的人権の尊重，国民主権及び平和主義を基本的原則としているこ

とについての理解を深め，日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇

の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。 

   イ 民主政治と政治参加 

     地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際，地方公共団

体の政治の仕組みについて理解させるとともに，住民の権利や義務に関

連させて，地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の

基礎を育てる。また，国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあ

らましや政党の役割を理解させ，議会制民主主義の意義について考えさ

せるとともに，多数決の原理とその運用の在り方について理解を深める。

さらに，法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解させると

ともに，民主政治を推進するためには，公正な世論の形成と国民の政治

参加が大切であることに気付かせる。その際，選挙の意義について考え

させる。 

 

 

   ウ 世界平和と人類の福祉の増大 

だねることが難しい諸問題に関して，国や地方公共団体が果たしている

役割について考えさせる。また，財源の確保と配分という観点から財政

の役割について考えさせる。その際，租税の意義と役割について考えさ

せるとともに，国民の納税の義務について理解させる。  

 

(3）私たちと政治 

ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則 

人間の尊重についての考え方を，基本的人権を中心に深めさせ，法の

意義を理解させるとともに，民主的な社会生活を営むためには，法に基

づく政治が大切であることを理解させ，我が国の政治が日本国憲法に基

づいて行われていることの意義について考えさせる。また，日本国憲法

が基本的人権の尊重，国民主権及び平和主義を基本的原則としているこ

とについての理解を深め，日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇

の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。  

イ 民主政治と政治参加 

地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際，地方公共団

体の政治の仕組みについて理解させるとともに，住民の権利や義務に関

連させて，地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の

基礎を育てる。また，国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあ

らましや政党の役割を理解させ，議会制民主主義の意義について考えさ

せるとともに，多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めさ

せる。さらに，国民の権利を守り，社会の秩序を維持するために，法に

基づく公正な裁判の保障があることについて理解させるとともに，民主

政治の推進と，公正な世論の形成や国民の政治参加との関連について考

えさせる。その際，選挙の意義について考えさせる。  

 

(4）私たちと国際社会の諸課題  

ア 世界平和と人類の福祉の増大 
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         世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国家間の相互の主権

の尊重と協力，各国民の相互理解と協力が大切であることを認識させる。

その際，日本国憲法の平和主義について理解を深め，我が国の安全と防

衛の問題について考えさせるとともに，核兵器の脅威に着目させ，戦争

を防止し，世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる。また，

人類の福祉の増大を図り，よりよい社会を築いていくために解決すべき

課題として，地球環境，資源・エネルギー問題などについて考えさせる。

 

 

(新設)

 

 

 

 

 ３ 内容の取扱い 

  (1) 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

   ア 地理的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用するとともに，これら

の分野で育成された能力や態度が，更に高まり発展するようにすること。

また，社会的事象は相互に関連し合っていることに留意し，特定の内容

に偏ることなく，分野全体として見通しをもったまとまりのある学習が

展開できるようにすること。 

   イ 生徒が内容の基本的な意味を理解できるように配慮して，専門用語を

乱用したり細かな事柄や程度の高い事項の学習に深入りしたりすること

を避け，日常の社会生活と関連付けながら具体的事例を通して政治や経

済などについての見方や考え方の基礎が養えるようにすること。 

(新設)

 

 

世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際協調の観点から，

国家間の相互の主権の尊重と協力，各国民の相互理解と協力及び国際連

合をはじめとする国際機構などの役割が大切であることを認識させ，国

際社会における我が国の役割について考えさせる。その際，日本国憲法

の平和主義について理解を深め，我が国の安全と防衛及び国際貢献につ

いて考えさせるとともに，核兵器などの脅威に着目させ，戦争を防止し，

世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる。また，地球環境，

資源・エネルギー，貧困などの課題の解決のために経済的，技術的な協

力などが大切であることを理解させる。 

イ よりよい社会を目指して 

持続可能な社会を形成するという観点から，私たちがよりよい社会を

築いていくために解決すべき課題を探究させ，自分の考えをまとめさせ

る。  

 

３ 内容の取扱い 

(1）内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

ア 地理的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用するとともに，これら

の分野で育成された能力や態度が，更に高まり発展するようにすること。

また，社会的事象は相互に関連し合っていることに留意し，特定の内容

に偏ることなく，分野全体として見通しをもったまとまりのある学習が

展開できるようにすること。 

イ 生徒が内容の基本的な意味を理解できるように配慮し，日常の社会生

活と関連付けながら具体的事例を通して政治や経済などについての見方

や考え方の基礎が養えるようにすること。その際，制度や仕組みの意義

や働きについて理解を深めさせるようにすること。 

ウ 分野全体を通して，習得した知識を活用して，社会的事象について考

えたことを説明させたり，自分の意見をまとめさせたりすることにより，

思考力，判断力，表現力等を養うこと。また，考えさせる場合には，資
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(2) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

   ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，世界と比べて見た日本や

高度経済成長以降の我が国の節目となる歴史的事象についての学習

を踏まえ，現代日本の様々な事象について身近な生活と関連付けて理

解を深めることができるよう工夫を行うこと。 

(ｲ) 調査や討論など多様な学習活動を取り入れたり，適切な課題を設け

て行う学習を取り入れるなどの工夫を行うこと。例えば，日本経済の

発展に伴う国民生活の向上，貿易を通しての日本と世界の結び付きの

変化，国際社会における日本の役割の変化等の課題を設け，世界との

関係を踏まえ，過去と現在との比較を通して追究させるなど，地理的

分野，歴史的分野の学習の成果を生かすようにすること。 

(ｳ)「現代日本の発展の過程」については，科学技術の発展や経済成長を

通しての国民生活の変化，特に衣食住や生活意識の変化に着目させて

理解させるとともに，職業や余暇生活の多様化，情報化の進展などが

社会生活に与えた影響について気付かせること。 

(ｴ)「国際社会の変容」については，国際的な協力や協調が政治や経済の

面で一層進んできたことに気付かせること。 

(ｵ)「国際社会における我が国の役割」については，国際平和や経済協力

の具体的な事例を取り上げて考えさせること。 

   イ イについては，身近な社会集団として家族，学校，地域社会などを取

り上げるとともに，個人が結び付いて社会が生まれ，社会生活が営まれ

ていることを理解させ，社会生活を円滑にするために互いの合意に基づ

いてルールがつくられていることなど，日常の具体的な事例を取り上げ

て考えさせること。 

料を読み取らせて解釈させたり，議論などを行って考えを深めさせたり

するなどの工夫をすること。 

 

(2）内容の（1）については，次のとおり取り扱うものとする。  

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。  

(ｱ) 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，現代社会の特色をとらえ

させるようにすること。 

(ｲ)「現代社会における文化の意義や影響」については，科学，芸術，宗

教などを取り上げ，社会生活とのかかわりなどについて学習できるよ

うに工夫すること。「我が国の伝統と文化」については，歴史的分野

における学習の成果を生かして特色あるものを扱うこと。 
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   ウ ア及びイについては，公民的分野の導入部として位置付け，適切かつ

十分な授業時数を配当すること。 

 

  (3) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

   ア アについては，網羅的で高度な取扱いにならないよう特に配慮すると

ともに，身近で具体的な事例を取り上げ，経済活動が様々な条件の中で

の選択を通じて行われるという点に着目させて，市場経済の基本的な考

え方を理解させること。また，「金融の働き」については，具体例を取

り上げて理解させること。 

   イ イについては，全体として，細かな事柄，制度や仕組みの学習に深入

りすることを避け，あらましについて理解させること。また，「消費者

の保護」については，消費者保護行政を中心に取り扱うこと。「財政」

については，少子高齢社会など現代社会の特色を踏まえて考えさせるこ

と。 

 

  (4) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

   ア アについては，日本国憲法の基本的な考え方を中心に理解させるよう

にし，条文解釈に深入りしないように留意すること。 

   イ イについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 調査や見学などを通して具体的に理解させること。 

(ｲ) 「地方公共団体の政治の仕組み」については，細かな事柄は取り扱

わないようにし，基本的な内容の理解にとどめること。また，「国会

を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらまし」については，議

会制民主主義の意義，議院内閣制の仕組み，国民の権利・義務を保障

し社会の秩序を維持するための裁判の働きなどの基本的な理解にとど

め，国会，内閣，裁判所の細かな組織や働きについて深入りしないこ

と。 

   ウ ウについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

イ （1）については公民的分野の導入部として位置付け，ア，イの順で行

うものとし，適切かつ十分な授業時数を配当すること。 

 

(3） 内容の（2）については，次のとおり取り扱うものとする。  

ア アについては，身近で具体的な事例を取り上げ，個人や企業の経済活

動が様々な条件の中での選択を通じて行われるという点に着目させると

ともに，市場における価格の決まり方や資源の配分について理解させる

こと。その際，市場における取引が貨幣を通して行われていることに気

付かせること。 

イ イの「消費者の保護」については，消費者の自立の支援なども含めた

消費者行政を取り扱うこと。「財政」については，少子高齢社会など現

代社会の特色を踏まえて考えさせること。 

 

 

 

(4）内容の（3）については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，日常の具体的な事例を取り上げ，日本国憲法の基本的

な考え方を理解させること。 

イ イについては，次のとおり取り扱うものとすること。  

(ｱ) 調査や見学などを通して具体的に理解させること。 

(ｲ) 「法に基づく公正な裁判の保障」に関連させて，裁判員制度につい

ても触れること。  

 

 

 

 

(5）内容の（4）については，次のとおり取り扱うものとする。  

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。  
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(ｱ) 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，その学習の成果を生かす

工夫を行うこと。 

(ｲ) 「世界平和の実現」については，領土（領海，領空を含む），国家

主権，主権の相互尊重，国際連合の働きなど基本的な事項を踏まえて

理解させるように留意すること。なお，国際連合などを取り上げる際

には，主要な組織とその働きなどの基本的な理解にとどめること。 

(ｳ) 「国家間の相互の主権の尊重と協力」との関連で，国旗及び国歌の

意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを

理解させ，それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること。 

(ｴ) 「地球環境，資源・エネルギー問題」については，適切な課題を設

けて行う学習を取り入れるなどの工夫を行い，国際的な協力や協調の

必要性に着目させるとともに，身近な地域の生活との関連性を重視し，

世界的な視野と地域的な視点に立って追究させる工夫を行うこと。 

(新設)

 

 

 

 

 

 (5) 内容の指導に当たっては，教育基本法第14条の規定に基づき，適切に行う

よう特に慎重に配慮して，生徒の公正な判断力の育成を目指すものとする。

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

   (1) 小学校社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的な関連を図るとと

もに，地理的分野及び歴史的分野の基礎の上に公民的分野の学習を展開す

るこの教科の基本的な構造に留意して，全体として教科の目標が達成でき

(ｱ) 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，その学習の成果を生かす

工夫を行うこと。 

(ｲ) 「世界平和の実現」については，領土（領海，領空を含む），国家

主権，主権の相互尊重，国際連合の働きなど基本的な事項を踏まえて

理解させるように留意すること。 

 

(ｳ) 「国家間の相互の主権の尊重と協力」との関連で，国旗及び国歌の

意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを

理解させ，それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること。 

(ｴ) 国際社会における文化や宗教の多様性についても触れること。 

 

 

 

イ イについては，次のとおり取り扱うものとすること。  

(ｱ) 身近な地域の生活や我が国の取組との関連性に着目させ，世界的な

視野と地域的な視点に立って探究させること。 

(ｲ) イについては，社会科のまとめとして位置付け，適切かつ十分な授業
時数を配当すること。  

 

（「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い ３」に移動） 

 

 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。  

(1）小学校社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的な関連を図るとと

もに，地理的分野及び歴史的分野の基礎の上に公民的分野の学習を展開す

るこの教科の基本的な構造に留意して，全体として教科の目標が達成でき
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るようにする必要があること。 

   (2) 各分野の履修については，第１学年から地理的分野と歴史的分野を並行

して学習させることを原則とし，その基礎の上に第３学年で公民的分野を

学習させること。各分野に配当する授業時数は，地理的分野105単位時間，

歴史的分野105単位時間，公民的分野85単位時間とすること。これらの点に

留意し，各学校で創意工夫して適切な指導計画を作成すること。 

 

   (3) 知識に偏り過ぎた指導にならないようにするため，基本的な事項・事柄

を厳選して指導内容を構成するものとし，細かな事象を網羅的に羅列した

り高度な事項・事柄に深入りしたりしないこと。 

    また，生徒の主体的な学習を促し，課題を解決する能力を一層培うため，

各分野において，第２の内容の範囲や程度に十分配慮しつつ事項を再構成

するなどの工夫をして，適切な課題を設けて行う学習の充実を図るように

すること。 

 (新設)

 

 

 

 ２ 指導の全般にわたって，資料を選択し活用する学習活動を重視するととも

に作業的，体験的な学習の充実を図るようにする。その際，地図や年表を読

みかつ作成すること，新聞，読み物，統計その他の資料に平素から親しみ適

切に活用すること，観察や調査などの過程と結果を整理し報告書にまとめ，

発表することなどの活動を取り入れるようにする。また，資料の収集，処理

や発表などに当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク，教育機器

の活用を促すようにする。 

 

 

  

るようにする必要があること。 

(2）各分野の履修については，第 1，第 2 学年を通じて地理的分野と歴史的

分野を並行して学習させることを原則とし，第 3 学年において歴史的分野

及び公民的分野を学習させること。各分野に配当する授業時数は，地理的

分野 120 単位時間，歴史的分野 130 単位時間，公民的分野 100 単位時間と

すること。これらの点に留意し，各学校で創意工夫して適切な指導計画を

作成すること。 

(3）知識に偏り過ぎた指導にならないようにするため，基本的な事項・事柄

を厳選して指導内容を構成するものとし，基本的な内容が確実に身に付く

よう指導すること。また，生徒の主体的な学習を促し，課題を解決する能

力を一層培うため，各分野において，第 2 の内容の範囲や程度に十分配慮

しつつ事項を再構成するなどの工夫をして，適切な課題を設けて行う学習

の充実を図るようにすること。 

 

(4）第 1 章総則の第 1 の 2 及び第 3 章道徳の第 1 に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第 3 章道徳の第 2 に示す

内容について，社会科の特質に応じて適切な指導をすること。  

 

２ 指導の全般にわたって，資料を選択し活用する学習活動を重視するととも

に作業的，体験的な学習の充実を図るようにする。その際，地図や年表を読

みかつ作成すること，新聞，読み物，統計その他の資料に平素から親しみ適

切に活用すること，観察や調査などの過程と結果を整理し報告書にまとめ，

発表することなどの活動を取り入れるようにする。また，資料の収集，処理

や発表などに当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極

的に活用し，指導に生かすことで，生徒が興味・関心をもって学習に取り組

めるようにするとともに，生徒が主体的に情報手段を活用できるよう配慮す

るものとする。その際，情報モラルの指導にも配慮するものとする。 
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３ 第２の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，すべての生

徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり，学

校において特に必要がある場合には，この事項にかかわらず指導することが

できること。 

  

４ 選択教科としての「社会」においては，生徒の特性等に応じ多様な学習活

動が展開できるよう，第２の内容その他の内容で各学校が定めるものについ

て，見学・調査，課題学習，自由研究的な学習，作業的，体験的な学習，補

充的な学習，発展的な学習などの学習活動を各学校において適切に工夫して

取り扱うものとする。 

 

(削除) 

 

 

 

 

(削除) 

 

 

 

 

３ 内容の指導に当たっては，教育基本法第 14 条及び第 15 条の規定に基づき，

適切に行うよう特に慎重に配慮して，政治及び宗教に関する教育を行うもの

とする。 

 

 


